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（仮称）小柴貯油施設跡地公園整備計画 

環境影響評価準備書に関する指摘事項等一覧 

 

※表中のゴシック体の部分は、前回（第 20回）審査会における追加の指摘事項等を示しています。 

 

■事業計画について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取り扱い 

事業計画 

形質変更区域図によると、南西側

の里山空間再生エリアで、切土や

表層敷き均しがあるが、実施する

理由を具体的に教えていただきた

い。［11/29審査会］ 

元々は谷戸地形だったが、

米軍に接収されている段階

で土がかなり盛られている

ような状況。里山農体験が

できるよう切土し、地形を

復元しつつ、立ち入れるよ

うにする計画。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

西側にお住いの人は、東側の出入

りだけだと大回りしなければいけ

ない。これは現実的ではないので

西側の出入口確保が重要だと思

う。［11/29審査会］ 

西側は現況でかなりアップ

ダウンがあり、人が安全に

入れる場所として２か所あ

る。自然の改変等を極力少

なくする中で出入口を考え

ている。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

車の出入りは西側からはないの

か。意図的に車の利用をさせない

ということか。［11/29審査会］ 

西側は崖地を背負ってい

る、公道がうまく接してい

ない等の理由から、車につ

いては東側の市道からのア

クセスを考えている。車の

アクセスのために自然環境

保全エリアを改変しなけれ

ばならないので、西側から

の車のアクセスは考えてい

ない。 

なお、南側に計画地外だが

国が所有している柴トンネ

ルがあり、現状は公道にな

っていないので、国と横浜

市が調整している。これが

公道になった場合には、西

側からのアクセスとして検

討したい。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

テーマが「緑からつくり育む環境

体感公園」で環境保全を謳ってい

るのであれば、基本的には極力手

を入れない、最小限の手入れで、

できる限りそのままの方がいいの

ではないか。［11/29審査会］ 

なるべく土地の改変を少な

くするコンセプトで計画し

ている。例えば、緑の空間

創造エリアは、現況は平場

になっているように見える

が、実際にはかなり凹凸が

ある。公園利用者の安全を

確保するために土地の切り

盛りをして平らにしなけれ

ばならないところは、必要

最低限で整備を考えてい

る。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

【審議での指摘】 

長期に渡って「環境」という公園

のコンセプトを維持することが非

常に重要だと思う。公園に行くプ

ロセスとして、車のルートと歩行

者のルートが交わらないよう、歩

いていくことを想定した公道を整

備することが重要ではないか。 

最初に掲げたコンセプトに関わる

ことなので、計画地だけでなく、

そういったこと全体に配慮してい

かないと上手く成功しないと思う

ので検討いただきたい。 

［11/29審査会］ 

【事務局が回答】 

いただいたご意見は、事業

者に伝えたい。 

［11/29審査会］ 

 

後日、審議内容を事業

者に申し伝えた。 

準備書 2-29 ページの「2.3.7 地球

温暖化対策」でヒートアイランド

の記載があり、「都市の温暖化」と

「地球温暖化」は干渉し合ってい

る話にはなっているが、分けて議

論されることが多いので、見出し

の名称を「地球温暖化対策等」と

するか、地球を取って「温暖化対

策」として、都市の温暖化と地球

温暖化の両方に配慮していること

が分かるような見出しにすると良

いのではないか。［12/9審査会］ 

「2.3.7」の見出しについて

は、修正します。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 

補足資料４で説明済 

［12/22審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

温室効果ガスの低減について、ア

セスでやるべきことなのかどうか

も含めて、この開発によってどれ

ほど低減されるのかについては、

どこかで評価されるのか。 

また、運用時にエネルギーを使用

する施設は少ないと思うが、逆に

緑地を回復するなどのプラスに働

く整備も行われることを評価して

も良いのではないか。事業評価の

際に、緑地を回復していることが

カウントされるのかについても教

えていただきたい。［12/9 審査会］ 

 

いずれ横浜市全体としても評価し

て数字を出していかなければいけ

ないと思うので、どこかで必ず事

業評価をされるように温暖化対策

の部署と調整していただきたい。 

［12/9審査会］ 

緑に関して、現況との比較

は、ある程度は定量的に測

ることは可能かと思うが、

長期の事業なので、どのよ

うな評価が下せるかは、再

生可能エネルギーの導入や

最新の次世代自動車の導入

等を加味した全体的な計画

が固まった段階で、判断で

きるかと考えている。アセ

ス手続きの段階では、中々

難しいが、横浜市の温暖化

対策の部署と相談しなが

ら、どういった評価が可能

なのかも含めて引続き検討

していきたい。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

温暖化の観点で、極端な雨や気象

状況が起こってくることを考える

と、それに適応していくという視

点からも大きな緑地は大変重要な

役割を果たすと思うので、長期的

な計画の中で触れておくといいの

ではないか。待受け擁壁を安全対

策のためにやっているが、雨も強

くなってきているため、こういう

対策がより重要になってくるの

で、これからの適応策という視点

にも触れていただきたい。 

［12/9審査会］ 

当日回答なし 補足資料４で説明済 

［12/22審査会］ 

補足資料４の 4-1 ページに網掛け

で「都市型水害発生の軽減にもつ

ながる」と記載があるが、前回の

指摘は、地球温暖化と都市の温暖

化は異なるので、別々に記載する

という趣旨だったと思う。 

また、地球温暖化と都市のヒート

アイランドの問題に「都市型水害

発生の軽減」を追記しているが、

少し回答がずれているのではない

か。［12/22審査会］ 

タイトルを「地球温暖化対

策」ではなく、「地球温暖化

対策等」とし、都市の温暖

化も含めた表現にしてはど

うかとのご指摘通りに修正

した。 

後段の網掛け部の、緑の保

水機能、都市型水害軽減に

ついては別のご指摘への対

応で、新たに緑を創出する

意義を記載している。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

公園に池のような環境があると生

物多様性の観点から良いのかなと

いう気がする。準備書の 2-17ペー

ジで、No.6 のタンク跡が水色にな

っている部分は、池になるのか。

［12/9審査会］ 

このタンクは池になる予

定。その他にも準備書の

2-17ページの図面で右下の

方に「せせらぎ」があり、

その上流には「体験水田」

というものが里山空間再生

エリアにある。これらも、

ある意味湿地的な環境がで

きるので生物多様性に寄与

出来るのではないかと考え

ている。［12/9審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

タンク部分の池は、雨水を溜めた

だけの状態になるのか。ほってお

くと藻類が繁茂して生物多様性の

観点からの課題も考えられるが、

この水域の管理はどのように考え

るのか。 

［12/9審査会］ 

タンクを使った池に関して

は、昭和 50年代に爆発した

タンクを利用するもので、

かなり土を入れて浅くして

人工的に池の形状にする。

詳細は実施設計の中で調整

していくが、公園施設なの

で、藻類が繁茂、悪臭を発

生することがないように水

道水の利用や循環式も含め

て適切な管理が出来るよう

に整備していきたい。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

【事務局説明についての指摘】 

タンクに池を作るとなると「自然」

という公園のコンセプトとも合わ

ず、相当深くなり、安全面のリス

クもある。せせらぎ等も、溺れな

いような浅いものにするのであれ

ばいいが、リスクが高いので検討

してほしい。 

［12/22審査会］ 

【事務局が回答】 

事業者から、過去に爆発し

たタンクに土を入れて浅く

して池を整備するとの説明

があり、溺れないよう配慮

されるものと考えている。

また、現状で水路があると

ころを親水性のせせらぎと

して整備するとの説明があ

り、公園のコンセプトであ

る「なるべく地形を活かし

た計画」になっていると考

えられる。［12/22審査会］ 

 

説明済［12/22審査会］ 

公園東側が低地で広場や駐車場に

する計画だが、最近の異常気象で

大雨が降った時に、東側の低地部

分に水が溜まって池のようになる

ことは想定されるのか。想定され

るとしたら対策はどうするのか。 

［12/9審査会］ 

東側の低地部分には、「多

目的レクリエーション広

場」や「草地広場」が整備

されるので、水が溜まらな

いように整形し、水勾配を

とって、隣接する水路に排

水できるように整備してい

こうと考えている。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

横浜市の環境科学研究所との連携

という話があったが、このエリア

が学術的な研究の対象になるので

あれば、研究所と大学が長期に渡

って協力していく仕組みを作るこ

とが有効で、モニタリングを強化

する仕組みを作ることになるので

はないか。［12/9審査会］ 

一例として横浜市の環境科

学研究所を挙げさせていた

だいた。公園整備にあたっ

ては工事車両の出入りとの

兼合いはあるが、学術的に

意味があり、研究が必要と

いうご提案があれば、ご相

談させていただいて、ご協

力いただけるという中で対

応できれば、と考えている。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

元米軍施設でありバリアがあった

が、あれはそのまま残すのか、そ

れともこの機会に撤廃してしまう

のか。色んな物を持ち込まれると

生態系にも問題があり、こういう

空間はいろんな犯罪の温床になる

こともあり得るので、管理する体

制は十分考える必要がある。 

［12/9審査会］ 

フェンスは、老朽化してい

る部分は補修しつつ、基本

的には残して、立入りに関

してはしっかり制限してい

かなければならないと考え

ている。現在、国が 365日

常駐の人を付けて管理して

いるので、これから工事に

入っていく中では、最低限

現在の体制を維持管理して

いきたい。［12/9審査会］ 

 

【口頭で補足説明】 

工事期間中は警備員が常駐

し、一般の方々の立入は制

限される。供用後について

はフェンスを設置する等、

希少種の持去り防止を検討

していく。なお、公園の防

犯対策については公園の管

理運営の中で対応策を検討

していく。［12/22審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

口頭で補足説明済 

［12/22審査会］ 

生態系と市民意見を調整していく

場を作る必要があるのではない

か。この公園の維持管理は税金に

よると思うが、この広いエリアを

どう管理していくのか。例えば、

週末にボーイスカウトが活動の場

として常時使っているため、ごみ

もほとんど落ちていなくて、他と

比べて気持ちがいい公園がある。

市民協働とも近いが、自ずと管理

ができる工夫が必要だと思う。 

［１/17審査会］ 

この公園は 55.8haある非

常に広い公園で、全部で４

つのエリアに分かれてお

り、それぞれ機能が違う。

エリアごとに市民の方と連

携を考えていきたい。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

災害時の広域避難場所という観点

からも公園計画を考えていく必要

がある場所だと思う。横浜市立大

学附属病院が近くにあり、もし震

災があった場合に患者さんをどう

やって避難させるかといった観点

からも重要な意味があると思う。 

［１/17審査会］ 

災害対応の担当部署と連携

しながら広域避難場所に指

定していくことを考えてい

る。自治会や町内会等の地

域の方々とも話をしなが

ら、災害時の対応策につい

てのルール化等を議論して

いきたい。この公園が広域

避難場所に指定されて運営

していく中では横浜市大、

市大病院と何らかの形で連

携が取れればと考えてい

る。［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

補足資料 17-1ページの工事用車両

ルートの変更は、歩行者の安全面

等による変更だと思うが、不測の

事態があった時にはその都度、柔

軟に対応するのか。 

［２/16審査会］ 

問題があった場合は、国道

管理者や市道の管理者であ

る土木事務所等としっかり

協議し、安全を確保した上

で工事を実施し、必要に応

じ工事を一時的に止めるこ

とも含めて考えている。 

［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

工事用車両ルートの変更につい

て、南側からＵターンした先は現

状で道路が無いように見えるがど

のようになっているのか。 

［２/16審査会］ 

八景島に向かう観光バスの

みが通る道路の橋脚下で転

回し、観光バスのみ通る道

へ合流する。国道管理者か

らこのルートが一番安全で

はないかと指導されてい

る。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

工事用車両ルート変更後の地点

⑤’は市道を横断する形になるの

で、無信号で一時停止をする交差

点の扱いとなる。計画地に入る工

事用車両が滞留して国道に列が伸

びる、計画地から出る工事用車両

が滞留して市道を塞ぐといった、

滞留の評価が必要と思う。 

［２/16審査会］ 

国道管理者及び県警との協

議で、車の滞留場所を確保

するために変更後のルート

のように緑道内にスペース

を確保し、一定の幅員を設

け、誘導員を配置して安全

を確保することが望ましい

と指導されている。 

［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

補足資料 17-5ページで地点⑤’は

地点⑤の予測結果を準用するとの

ことだが、もう一度評価した方が

よいと思う。 

［２/16審査会］ 

沿道で評価する場合、大気

質、騒音、振動の影響が最

大になるときは、交差点の

ように車の流れが交差して

も、通行量は変わらないの

で、基本的には流れの向き

が変わるだけと考え、地点

⑤の数値を準用している。

［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

交通処理の観点から、地点⑤’は

交差点形状になるので、処理が可

能なのか、滞留長の予測評価が新

たに必要ではないか。 

［２/16審査会］ 

工事を行うのは平日で、休

日は行わないことを考えて

いる。現在も平日は滞留が

ない状況なので、国道も含

めて対応できるのではない

かと考えている。滞留エリ

アを緑道内に広くとること

で、周辺の方々に極力ご迷

惑が掛からないように考え

ている。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

交通ピークの 129 ヶ月目は第３期

の工事中で一部開園している時期

だが、工事用車両と一般車両の出

入口は同じなのか。一般車両が通

行する際の交通整理の仕方も考え

る必要がある。 

［２/16審査会］ 

第３期は、崖上の頂上等が

供用開始し、工事用車両と

一般車両が交差するので、

誘導員を配置して安全を確

保する。同じ出入口の位置

だが、工事用車両と一般車

両は分離して交差しないよ

うな対応をとる。 

［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

立入制限は都市公園の利用を制限

する要素になり、「活動・体験・学

習エリア」の中に立入制限エリア

があるのは厳しいゾーニングだと

思うが、現段階でわかっているの

であれば、森の再生エリアや立入

制限エリアの位置の根拠がゾーニ

ングで示されていることが必要で

はないか。 

［２/16審査会］ 

立入制限エリアの草地に水

のタンクがあり、人は立ち

入れない。そこをハビタッ

トとして保全し、なぜ立入

制限するのか市民の方々に

説明し、ご理解いただいて

いると思う。ゾーニングで

「自然環境保全エリア」が

切れているが、そのゾーン

を延ばすことで保全が明確

になれば、延ばすことも考

えたい。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

生態系全体を捉えることを供用後

にやっていくとすると、生物の生

息環境に配慮して立入制限してい

る根拠をきちんと示す必要がある

と思う。先ほどのご説明は利用に

あたっての危険性の視点で、制限

していると聞こえたが、ではなぜ

生物の生息環境としてここを保全

するのか、という根拠が必要では

ないか。［２/16審査会］ 

草地環境が非常に重要なも

のであるというご意見があ

り、たまたまだが、立入制

限できるエリアに草地環境

があるので、保全していく。

先ほど申し上げた通り、

「自然環境保全エリア」の

ゾーニングを延ばすような

形で対応したいと思う。 

［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

利用に適している・適していない

エリア、生態系保全の重要度が高

い・低いエリアがどこかを示し、

ゾーニングをきちんと書いておい

た方が後々利用の在り方がぶれ

ず、一つの根拠になるのではない

か。［２/16 審査会］ 

ゾーニング図を修正しま

す。［２/16審査会］ 

補足資料 18で説明済 

［３/２審査会］ 
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■事業計画について 

事業計画 

１点目は、補足資料 18-3ページ 表

2.3-2 の修正案の「里山空間再生エ

リア」に関する記載で、「生物生息

環境の場を確保するため」に活動

体験学習として植樹をするという

位置付けだが、どちらかというと

「活動・体験・学習エリア」なの

で、「里山景観やここでの活動体験

学習の場を再生する」として、自

然体験活動としての意義付けを強

めてはどうか。 

２点目は、「自然環境保全エリア」

に関する記載で、立入制限につい

てはこれでいいと思うが、「貴重

な生態系保全の観点から」の「貴

重な」については、このエリアだ

けが際立って貴重というわけでは

なく、全体が生態系として価値が

あると思うので、あえて「貴重な」

と言わなくてもいいのではない

か。また、「閉鎖管理」という表現

は少し強いのではないか。ここは

「立入りを制限し、管理する」と

いうことでよいと思う。 

［３/２審査会］ 

１点目については、植樹に

よる森の再生を行う箇所が

「活動・体験・学習エリア」

から「里山空間再生エリア」

に移ったことで、「樹林地で

学習する」との要素を排除

するということではなく、

あくまで公園整備のための

ゾーニングということでご

理解いただきたい。 

２点目については、18-3ペ

ージの上の表に、準備書に

おけるこのゾーンの考え方

が書いてあり、「通常は閉

鎖管理とする」ということ

が元々明記されている。「立

入りを制限する」ことは、

ある意味「閉鎖管理」だと

いうことで、この言葉を使

わせていただいている。 

［３/２審査会］ 

説明済［３/２審査会］ 

特に閉鎖という観点を強調してお

きたいのであれば結構かと思う。

管理として、放置すると逆に質が

下がることがあるので、誤解を招

かなければいい。［３/２審査会］ 

「閉鎖し、管理する」とい

う意味で「閉鎖管理」とい

う言葉を使っています。 

［３/２審査会］ 

説明済［３/２審査会］ 

補足資料 18-3 ページの修正案の

「里山空間再生エリア」の考え方

で、継続的な調和のとれた自然と

人との生活、元々のバランスを人

為的に直すということではなく、

バランスの回復を助長するという

考え方が文章に表れるとより適切

ではないか。［３/２審査会］ 

「里山空間再生エリア」は、

人間の生活、里山での生活

を体験、調和できるような

ゾーンとして整備すること

をエリアの考え方に記載し

ています。 

［３/２審査会］ 

説明済［３/２審査会］ 

ゾーニング図の修正で第２期の範

囲が拡がったが、ゾーニングに合

わせて工区も変更されるのか、影

響面で考えるのか。 

［３/２審査会］ 

基本的には、ゾーニングに

合わせて工区も変わる。安

全性の確保という観点で、

危険な箇所は、ゾーニング

に関わらず順序を変えなが

らやるべきことも出てくる

と思う。［３/２審査会］ 

説明済［３/２審査会］ 

影響についても特に変更はないと

いうことか。［３/２審査会］ 

基本的には変わらないとい

うことです。［３/２審査会］ 

説明済［３/２審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

項目 指摘、質問事項等 事業者側の説明等 取り扱い 

評価項目

全般 

【審議での指摘】 

長期間に渡って事業を進められる

ケースで、事後調査はこんなに長

い期間で考えられるものではない

と思うが、これだけ長期間に渡っ

て環境が変わっていく中でのフォ

ローアップについて、アセスでや

るのか、それとも公園管理の方で

やるのか、はっきりしておいた方

が良い。これについての考えを教

えていただきたい。 

［11/29審査会］ 

【事務局が回答】 

事業者は準備書の 9-4 ペー

ジ等に生物多様性の動物・

植物及び水質・底質につい

て工事中の事後調査を計画

している。 

移植・移設する注目すべき

動植物種の生息・生育状況

について、調査頻度は生物

種毎に１回となっている

が、工事の進捗に合わせて

移植・移設が行われる中で、

この措置が取られた後でき

ちんと定着状況を見るのに

相応しい時期に事後調査を

行うことが示されている。 

工事期間が非常に長いが、

工事の進捗に応じて保全措

置を実施し、事後調査も適

切な時期に確認するよう長

期的計画で取り組むように

なっている。［11/29審査会］ 

 

後日、審議内容を事業

者に申し伝えた。 

 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

【審議での指摘】 

事業者から事後調査報告書が適時

出てくると考えてよいか。 

［11/29審査会］ 

【事務局が回答】 

はい。そのように考えてお

り、また、提出するよう指

導したいと思います。 

［11/29審査会］ 

 

後日、審議内容を事業

者に申し伝えた。 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

事後調査のモニタリングの時期だ

が、時間軸が入ったものがあると

良い。例えば、準備書 9-4 ページ

の事後調査の内容のところで調査

頻度や調査時期について示してい

るが、それぞれタイミングが違い、

水質に関しては各工期で調査する

ので、モニタリングの時期が時間

軸上で分かるものがあると良い。 

［12/9審査会］ 

どのようなものが出来る

か、検討して報告させてい

ただく。［12/9審査会］ 

補足資料５で説明済 

［12/22審査会］ 

生物多様性 

公園化することによる移入種対策

が必要になると思う。元々いた外

来種、生態系の管理の視点も必要

だと思うが、その辺りの考えにつ

いて伺いたい。新しく出てきてい

るような外来種、移入種の扱いを

お聞かせいただきたい。 

［11/29審査会］ 

開園したあと、外来種がむ

やみに増えないよう、ごみ

の処理や、外来種が増えづ

らい設えができるように検

討していきたい。具体的に

は、適切に巣を撤去する等、

公園の運営の中で検討した

い。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

工事期間中に外来種が北側の自然

環境保全エリアに移動していく可

能性も十分考えられるので、自然

環境保全エリアに対する外来種対

策も重要になってくると思う。 

［11/29審査会］ 

対策について、公園の管理

運営の中で検討していきた

い。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

長期的かつ段階的に行う事業で、

生態系の変化を分かり易く示すこ

とが肝心だと思う。技術の発展で

生態系、あるいは生物の生息適地

の変化や環境類型の変化を可視化

できるようになってきているが、

そういった見える化や定量化を段

階的に行うことを検討できない

か。［11/29審査会］ 

十分にできていないところ

があるのかもしれない。持

ち帰って検討したい。 

［11/29審査会］ 

補足資料６で説明済 

［12/22審査会］ 

環境類型の区分が、樹林・草地・

水域・市街地といった土地被覆的

な分類に留まっていて、これを詳

しく分けると斜面樹林や斜面草地

といった地形とともに分かれ、そ

れが土地の改変によってどう変化

していくのか分かると、生態系の

環境類型の変化が分かると思う。

生態系として、もう少し面的な変

化の状況を予測できるといいので

はないか。［11/29審査会］ 

もう少し細分化して検証し

てはどうかということです

ので、持ち帰り今後検証し

ていきたい。［11/29審査会］ 

補足資料６で説明済 

［12/22審査会］ 

環境類型区分を見ると、樹林化す

る平坦部の草地は大径木と草地が

セットで存在することで、比較的

良い草地環境が維持されている可

能性がある。ここに森づくりとし

てシイやカシを入れるのは、草地

を活かした環境にするための樹林

創出としては心配である。森づく

りについて立木の密度や林群構成

等の記載はどこかにあるか。 

［12/22審査会］ 

現況は密植しており、その

中から適正に育成している

木を中心に育成に適したも

のを、森として継続管理す

る上で適正な本数を考えな

がら移植していきたい。密

度、構成はご意見等も踏ま

えて植えていきたい。移植

する場所としてはここしか

ないと考えている。［12/22

審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

環境類型変化を詳細化することで

見えてきた、平坦部の草地が約 6ha

減る影響の評価をきちんと書く必

要がある。森づくりでできる樹林

が草地環境に配慮された樹林にな

ることを、草地環境の現状に対す

る評価で触れてはどうか。資料を

見ると草地環境へのインパクトが

大きくなるという印象がある。 

［12/22審査会］ 

どこまで書けるか分からな

いが、精査して表現出来れ

ばと思う。［12/22審査会］ 

補足資料９で説明済 

［１/17審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

補足資料９図 9-2「植樹による森の

再生を予定している範囲」と、準

備書 2-8 ページ図 2.3-2 ゾーニン

グの「植樹による森の再生を行う

主な箇所」とエリアが一致しない

のはなぜか。［１/17審査会］ 

現地の地形に合わせてこの

辺りということで示した。

精査すべきところだった

が、記載が誤解を与えたこ

とについてお詫びする。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

森づくりの目標像を記載する必要

があると思うが、どこかに記載が

あるか。［１/17審査会］ 

森づくりの方向性は、役所

で決めることも大事だが、

愛護会のように市民協働を

取り入れながらやってい

く。森づくりの必要性とし

ては、150 周年の森を再生

するコンセプトで行ってお

り、樹木を移植する適地と

して、図 9-2 の斜線部辺り

が適正と考えている。図 9-1

のように元々樹林地であっ

たことを踏まえ、この場所

にしている。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

150 周年の森だからこそ、適地に適

した樹林を形成してほしい。図 9-2

の森の再生予定地の大きい方は、

現状樹林に囲まれ、草地環境とし

て生態系上の価値があると認識し

ている。「森づくりをする、ここで

しかできない」のであれば、根拠

をしっかり説明できた方がよい。 

二次草地や里山由来の草地の価値

はもう少しミクロな視点で、例え

ば明治時代くらいまであった茅場

や採草地がパッチ状に残り草地と

して現在も維持できているのでは

ないかという視点だと思う。全体

の樹林がなくなったのでまた樹林

化します、ではなく、草地のモザ

イクや樹林と合わせたエコトーン

のような形で保全ができないかと

いうことが土地の植生や生態系の

変化として示せるほうが良く、例

えば図 9-2 のように環境類型の後

にそういった視点を入れて、150周

年の森が残存する草地環境と一体

的に良好な環境を作れますと記載

できれば、素晴らしい森の目標像

になると思う。［１/17審査会］ 

樹林地の場所についてここ

しかないと言ったのは、環

境面も非常に重視すべきも

のであることは認識してい

るが、一方でこの公園に対

する市民の期待も大きい。

土地利用に関する色々なご

意見を集約した形で基本計

画がつくられている中で、

樹林を物理的に配置可能な

場所を考えると、このエリ

アしかない。 

北側にある小さなタンクの

周辺は、現状草地となって

おり、生物多様性が豊かと

いうことで、このエリアは

森と隣接する草地環境とし

て保全していくべきという

ことで立入制限予定範囲と

して記載している。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

補足資料 9-3ページで表 6.1-41の

「工事中における草地環境の保

全・確保」等について加筆いただ

いているが、これは施設の存在・

土地利用の変化にも関わるので、

現状の草地を樹林に変化させる影

響として、供用時にも森づくりに

おける配慮が加筆できないか。 

［１/17審査会］ 

準備書 6-1-74 ページ表

6.1-42、供用時の環境保全

措置の１つ目に「保全した

環境が継続するよう適切に

維持管理を行います。」と記

載している。新たな草地環

境も含め、保全した環境を

維持管理していく、という

ことで理解いただきたい。

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

ハビタットとの関係で、草地は低

茎、高茎、中間タイプのどれにな

るのか。また、立入の可否の想定

によって考え方が異なるはずだ

が、全体として、どのようなハビ

タットが補償されるのか。 

［１/17審査会］ 

補足資料９図 9-2 に紫で囲

ったエリアは、現存植生を

保全し、草地として管理を

したい。一般利用エリアは

低茎の草地を想定。エリア

ごとに草地の将来像につい

ても管理運営の中で考えて

いきたい。［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

紫で囲まれた左側の立入制限予定

区域は現状クズ主体の草地だが、

少し植生を変えていくのか。右側

にはススキ群落があるが、それは

維持するのか。［１/17審査会］ 

ススキ群落は現況の環境を

維持する。クズは周辺住民

のご意見を踏まえ、他の施

設利用等も加味して適正な

規模で管理したい。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

立ち入れる場所には、ススキ群落

や南側にアズマネザサ群落がある

が、こういった場所は刈込頻度を

上げて人が立ち入れるようにコン

トロールするのか。 

［１/17審査会］ 

里山空間再生エリアは現在

ススキ群落があるが、水田

や畑のように里山農体験が

できるような環境にしてい

くため、現況から改変する

計画。［１/17 審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

水が溜まっている No.６の大型地

下タンク周辺は、現況ではススキ

群落やクズ群落が分布している

が、これは改変していくのか。 

［１/17審査会］ 

土地の表層を敷き均し、タ

ンクは埋め戻してタンク広

場として活用する。現況の

ススキ群落やクズ群落等は

改変する。［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

補足資料９の図 9-2 がとても分か

りにくい。現状の環境類型区分の

上に植樹を予定している森のエリ

アや、立入制限を予定している範

囲を描いていただいた方がよいと

思う。現状に対する将来像を描い

ていただきたい。［１/17審査会］ 

 

立入制限区域は、これだけでいい

のか。安全面で立入制限した方が

よいという議論もあったが、もっ

と精査して決めていく必要がある

のではないか。［１/17審査会］ 

改めて整理して、現存植生

図等と比較できるように精

査する。［１/17審査会］ 

 

補足資料 15で説明済 

［２/16審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

準備書で生物に関するリストが幾

つか挙がっており、平成20年３月

の既存資料調査結果と現場調査結

果が示されているが、例えば鳥類

の場合、現在使用されている目録

が平成20年時点のものと違い、種

の並びが若干変わっている。その

点をどのように整理されるのか。

最新のもので合わせたほうがいい

のではないかと思うが、過去との

関係で読みにくいのであれば、そ

の辺は考えなければいけない。 

また、生物の標準和名について、

現在の目録ではドバトとは言わず

カワラバト、タイワンリスはクリ

ハラリスと表示されているなど、

最新の言葉の使い方と異なるもの

があるので、この取扱いを整理し

て、考え方を示してほしい。 

［11/29審査会］ 

持ち帰り、精査させていた

だきたい［11/29審査会］ 

補足資料１で説明済 

［12/9 審査会］ 

注目すべき種として幾つか準備書

に挙げられており、一部は場合に

よっては移植の措置を取るという

ことだが、移植する植物というの

は具体的にどれになるのか。また、

移植した場合に定着するかどうか

についての研究等はあるのか。 

［11/29審査会］ 

こちらについては、内容や

見つかった場所について

は、非公開審議で説明させ

ていただきたい。 

［11/29審査会］ 

非公開審議で説明済

［11/29審査会］ 

自力での移動が難しいと考えられ

る種については、事前に移設を行

うとあるが、具体的な種名とは言

わなくても、何割、何種類くらい

が移設するものとして考えられる

のか、それから移動可能なものと

いうのが全体の中でどれ位あるか

を、もし公開の場でも答えられる

のであれば答えていただきたい。 

［11/29審査会］ 

注目すべき動物のうち、自

力での移動が難しいと考え

られるために移設するもの

は３種。 

詳細は後の非公開審議で説

明させていただきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 

事後調査手続は条例に規定されて

いるが、事後調査の段階では審査

会が関与できる余地がないので、

現段階において事後調査の考え

方、特に生物多様性の環境保全措

置として考えられている移設の結

果に対するフォローアップの考え

方を明らかにしていただきたい。

［11/29審査会］ 

横浜市に生物等を専門に研

究している環境科学研究所

という組織があるので、そ

ういったところとタイアッ

プしながらフォローアップ

を検討したい。非常に貴重

なものなので、きちんと保

全していければと考えてい

る。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

 

補足資料３で説明済 

［12/9 審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

補足資料３の(2)、工事中及び供用

時の事後調査の調査時期につい

て、供用時は「全体供用開始後１

年程度経過後」と書いてあります

が、考え方としては移植したもの

がきちんと定着しているかどうか

が重要なので、「定着が確認され

るまで」というような説明の方が

よいと思う。［12/9審査会］ 

 

一般的に移植に関して、単年度で

はしっかり定着したということ

は、どの動植物種においても分か

らないものなので、考え方として

今後へのつなぎ方としてご理解い

ただきたい。［12/9審査会］ 

事後調査の調査時期である

「全体供用開始後１年程度

経過後」というのは、１つ

の目安と考えていただきた

い。植物、動物に関しても

おそらく定着しているであ

ろうということで、この段

階で事後調査をするが、こ

の段階で何か影響があっ

て、何か措置をとらなけれ

ばならないということが明

らかになれば、その調査結

果を踏まえて対応し、動植

物が定着できるような措置

を考えていきたいと思う。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

工事中の公園管理とアセスのモニ

タリングの関係性に関して、生物

多様性の供用時の事後調査の調査

時期は、全体供用後１年程度経過

後という話だが、例えば第２期の

自然環境保全エリアの移植後から

10年間くらいある。第２期の公園

管理の間に出てくる様々な変化も

反映し、第３期の調査を考えられ

ればいいかもしれない。公園管理

の中で出てくる知見を事後調査の

中でどう踏まえるのかという話

を、書けるようであれば書いてい

ただけるとよい。 

［12/9審査会］ 

移植後の生物の状況は、公

園管理の中で色々と出てく

る可能性がある。そういう

ものは、環境創造局の環境

科学研究所と連携しなが

ら、公園管理の一環として、

対応策についても考えてい

きたい。［12/9審査会］ 

補足資料５で説明済 

［12/22審査会］ 

補足資料５の事後調査時期等につ

いて、動植物の移設・移植以外に、

植生として復元・管理するという

観点のモニタリングがあると思

う。公園管理あるいは森づくりと

してやるのか、整備スケジュール

に入れるのか、環境保全措置とし

てやるのかなど、曖昧な部分があ

る。ここに宿題的に書くとよいの

ではないか。［12/22審査会］ 

管理運営の中でしっかり考

えていきたい。表現につい

ても評価書に向けて何か表

現できればと思う。 

［12/22審査会］ 

補足資料 10で説明済 

［１/17審査会］ 

補足資料10は、有益な加筆だが、

外来種や移入種の管理についても

併せて記載するとより良いのでは

ないか。［１/17審査会］ 

外来種はなかなか排除が難

しい。一般的な公園管理の

中で繁茂する外来植物等は

適宜、管理の中で対応した

い。抜本的に改変すること

は難しいので、記載は控え

たい。［１/17 審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

準備書意見見解書の2-10ページ

で、生物多様性に対する意見につ

いて、「注目すべき動植物を配慮

したものではなく、一般の公園を

想定した基準であり、その基準し

か無いからそれで理解を求められ

ても、そこに住む貴重な動植物が

居ることを鑑みるとその基準では

適切とは思いません。」という意見

に対する回答が一般論として環境

影響評価制度の説明をされてい

て、正面から答えておらず、不親

切な回答ではないかと思う。 

［１/17審査会］ 

環境影響評価項目を決める

方法書で委員の皆様に議論

いただき、それを踏まえて

今回の準備書となっている

ことを知ってもらいたいと

いう趣旨で、環境影響評価

制度に触れている。 

また、非公表の貴重種につ

いても議論いただいている

ことを記載するとともに、

環境影響評価制度に則った

手続きがなされていること

を伝えたかった。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

 

口頭で説明済 

［２/16審査会］ 

【審議での指摘】 

準備書の評価項目の掲載順とし

て、「生態系」の後に「動物、植物」

を記載する等の自由度を持たせる

ことは可能か。 

「生態系」の評価後に、その中で

「動物、植物」の重要な種の選定

等を記載するといったアレンジ

は、このアセスに限らず可能なの

か。［１/17審査会］ 

【事務局が回答】 

本件に関わらず、アセス図

書の構成は、技術指針の記

載順に則った構成となって

いますが、記載順について

特段の規定があるわけでは

ないので、適宜順番を入れ

替えて記載することは可能

かと思う。今後のご審議も

踏まえながら、評価書での

対応を検討していきます。 

［１/17審査会］ 

 

事務局から説明済 

［１/17審査会］ 

補足資料16-2ページの修正案につ

いて、持ち去り対策が必要である

ならば、逆に勝手な植樹に対する

制限を設けることもあるのか。 

［２/16審査会］ 

外来種等を保全エリアに勝

手に植樹することは禁止す

べきだと考えている。しっ

かり管理運営することと、

行政だけでは限界があるの

で、市民ボランティアを募

り、協働することが効果的

と考えている。持ち去り

「等」と加筆させていただ

く。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

植物種だけでなく、水生生物、飼

育昆虫を放すといった外来種問題

に直結する懸念があるので、明確

に「持ち去り及び持ち込み等」と

記載した方がいいと思う。 

［２/16審査会］ 

表現を精査して盛り込みま

す。［２/16審査会］ 

補足資料 19で説明済 

［３/２審査会］ 

市民ボランティアとの連携、協働

は重要なポイントなので、ぜひ工

夫していただきたい。周辺自治体

で実際に実施されている情報を得

て、盛り込むことも必要だと思う。 

［２/16審査会］ 

周辺自治体、場合によって

は国定公園等からも情報を

得るほか、学識経験者等に

ヒアリングをし、一番有用

な方法を運営の中で考えた

い。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

一つの考え方の提案ですが、市民

の方々と協働し、積極的に公園の

名物として増殖を手掛けて、「こ

こは増殖地だ」ということを堂々

と見せてしまう方法もあるのでは

ないかと思う。［２/16審査会］ 

注目すべき種の保全と増殖

の考え方については、非公

開審議の中で改めて説明す

る。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

事後調査について、現地調査は、

全体供用後に１回やるという話だ

が、一度に検証できると考えずに、

段階的に各工期の終わりに把握し

た上で成果、実績報告する方がよ

いのではないか。［２/16審査会］ 

現地調査は注目すべき種を

移設した翌年に行う。各工

期というよりは、動植物を

移設した時期、適切な時期

に行うということで対応し

たい。［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

生態系の網羅的な調査の意味で、

植生も含めた全体の調査というこ

とで質問したが、移植のモニタリ

ングということか。 

［２/16審査会］ 

説明したのは注目すべき種

を移設した場合の対応で

す。全体に関しては、管理

運営の一環で市民協働等も

含め、専門家に相談しなが

ら検証したい。 

［２/16審査会］ 

説明済［２/16審査会］ 

水循環 

（湧水の流量） 

地下水の使用について、農体験の

み使用するということでよいか。 

［11/29審査会］ 

基本的には農体験用の水源

を整備する目的で、しっか

り水質等を調べて、安全性

を確保した上で使う。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

供用時に湧水は公共用水域に流れ

るのか。湧水について一般項目も

測定されており、トイレ等の生活

排水の処理場が公園の中にでき、

そこに湧水が入り込むのであれば

湧水のモニタリングが必要だと思

うが、湧水の一般項目をモニタリ

ングしている理由はあるのか。 

［12/22審査会］ 

湧水は、「せせらぎ」を作っ

て市民の方々に見ていただ

くので、水に触れた時に危

険性がないか調査を行って

おり、通常水路等に排出す

る。公園のトイレや手洗い

等は公共下水道に接続し

て、一般家庭から出る排水

と同じく処理をする。公園

の中に処理場を作る計画に

はなっていない。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

湧水は色んな地点があると思う

が、それを一つの流れにして見え

るようにするということか。そこ

で市民の方々が水浴び等をするか

らモニタリングするということ

か。［12/22審査会］ 

準備書の 2-17 ページに計

画平面図があり、図面上で

「せせらぎ」と書いている

場所に湧水を活用した水路

を整備しようと考えてい

る。［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

現在は湧水が自噴しているのか。 

［12/22審査会］ 

その通りです。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

廃棄物・ 

建設発生土 

工事中にかなり発生バイオマスが

あるのではないかと思う。工事中

の一般廃棄物の量として、もちろ

んチップ化してリサイクルという

率も書いていただけたらいいと思

うが、工事中のバイオマスに関す

る対策について教えていただきた

い。［12/9審査会］ 

バイオマスの技術に関して

は、まだこれから検証しな

ければいけないことが沢山

ある。温暖化対策や再生可

能エネルギーの利用とも関

連すると思うが、それらも

含めて、可能かどうかは分

からないが、この公園で何

が出来るのかは検証、検討

していきます。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

バイオマスについて、廃棄物の予

測評価で、工事中は産業廃棄物し

か予測がないが、工事中の一般廃

棄物はどうして予測されていない

のか。［12/9審査会］ 

樹木等の剪定枝のようなも

のが一般廃棄物に入ってい

るかどうかだが、量的に少

ないので入れていない。 

この辺の取扱いについては

引続き検討させていただき

たい。［12/9審査会］ 

補足資料 11で説明済 

［１/17審査会］ 

補足資料 11で、クズの根を除去す

ると地盤を伴う抜根材が出てくる

と思うが、緑のリサイクルプラン

トで処理するのか。［１/17審査会］ 

 

園路等の開発で抜根材がどれくら

い出るのか、今の段階で予測でき

れば、書いておくのが妥当ではな

いか。［１/17審査会］ 

リサイクルは枝が中心。根

は、処理できるものもある

が、大きい根は処理できな

い場合もある。規模や根の

状態によって処理をする。

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

大気質    

水質・底質 

（地下水の水質） 

地下水の事後調査について、ベン

ゼン、砒素、鉛の３物質を調査す

るとあります。一方、事業計画で

地下水を使って農作物を作ること

になっており、その観点での地下

水の基準はこれ以外の物質もあり

ますが、それについては別途調べ

ながら、更に今回のアセスの事後

調査としてこの３物質について調

査を行うという理解でよいか。 

［12/9審査会］ 

その通りです。 

農体験用に井戸を掘る計画

になっているが、その際に、

当然水質は調査する。その

調査結果によって使用の有

無も含めて判断をしたい。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

水質・底質 

（地下水の水質） 

過去の地下水の調査でベンゼンが

基準超過している地点 16及びその

周辺が気になる。新規にボーリン

グするのは難しいかもしれない

が、地点 16だけでも測定頻度を増

やすといった対応はできないか。 

［12/9審査会］ 

 

地点 16の周辺も土壌由来で検出さ

れていると思うので、工事中や供

用時は、おそらくベンゼンの濃度

が下がっていくことが期待できる

と思う。基準を満足、不満足とい

うチェックだけではなく、汚染土

壌を撤去、処理したことによって

汚染濃度が下がっていく経過をポ

ジティブな情報として発信できる

と思うので、地点 16については測

定頻度を増やしてはどうかという

趣旨で申し上げた。［12/9 審査会］ 

本計画でこのエリア一帯は

土地の大きな改変は行わ

ず、下流側に関しても今後、

人が水を摂取するようなこ

とは検討していない。ベン

ゼンが検出されていること

に関しては、しっかりとモ

ニタリング調査を続けなけ

ればいけないので、地点 16

において引続き調査を継続

する考え。［12/9審査会］ 

補足資料７で説明済 

［12/22審査会］ 

準備書説明会で、「封じ込めた汚

染物質の流出が心配だ。」というご

意見に対して「タンク内のものが

外に漏れる状況にはないが、漏れ

出しがないよう遮水工を施す」と

説明されているが、一カ所でも穴

が開いて隙間ができると水みちが

できて汚染物質が漏れ出すものだ

と思う。タンクの底部や側面に近

い部分に吸着性が期待できる地盤

材料等を施工し、漏れ出しても汚

染物質を吸着して基準値以下にな

るといった対策の方が、完全に漏

れないと言うよりも良いのではな

いか。［12/22審査会］ 

基本的には漏れ出さないよ

うに対策を考えている。タ

ンクはかなり強固で、厚さ

約２ｍ、中もきれいに清掃

されている。非常に大きく

特殊なので、遮水の工法は

経済性や施工性も調査した

上で考えたい。漏れ出しは

皆様ご心配されているの

で、地下水を引き続きモニ

タリング調査し、措置が必

要だと分かればその都度対

応したい。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

タンクの継ぎ目は特殊合金のよう

な部分があるのか。 

［12/22審査会］ 

継ぎ目はない。コンクリー

ト構造で内側に金属鋼板が

あり、魔法瓶の構造に近い。

汚染物質を入れる際は調査

して、タンクにどういった

遮水工を加えた措置が必要

かを踏まえて設計したい。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

水質・底質 

（地下水の水質） 

準備書の 6-5-8 ページの表 6-5-6

で平成 25年～27年に調査したベン

ゼンの分析結果があるが、第６回

の調査時に地点 16においてベンゼ

ンの数値が高くなっているのには

何か理由があるのか。 

［12/22審査会］ 

調査時点で周辺も含めて土

地の改変は行っていない。

なぜ数値が高くなっている

かは分かっていない。７回

目、８回目で数値が下がっ

ていることもあり、経過観

察しながら対応が必要かど

うか、今後の調査結果等を

注視したい。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

補足資料の 7-1 ページの最終行に

「今後、状況に変化があった場合」

とある。「状況に変化」というの

は、地下水だけでなく、例えば湧

水に変化があった時にも、水環境

ということで調べていくのか。 

［12/22審査会］ 

モニタリング等で検出さ

れ、何か新たな事実が分か

った時は、検出された物質

や状況を踏まえて対応策を

考えたい。地点 16 の周辺は

土地の改変は行わない計画

だが、土地の改変をやむな

く行う状況があり、水質が

汚れた場合は、検出された

時期や量、内容を踏まえて、

検討する。［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

 

土壌 

ベンゼン・鉛・砒素の土壌汚染は、

おそらく米軍の活動によって生じ

たものではないかと思うが、これ

らの由来を教えてほしい。 

［11/29審査会］ 

ベンゼン等については、米

軍のジェット燃料を保管し

ていたこともあり、油に由

来するような土壌汚染がタ

ンクやパイプライン周辺か

ら検出されている。砒素に

ついては、自然由来という

調査結果が出ている。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

タンクの処理とあったが、このよ

うな土壌汚染を除くことも含まれ

ていると考えてよいのか。準備書

6-6-5ページの図 6.6-2土壌汚染範

囲の図で、赤く塗られている場所

にタンクが位置していると考えて

よいか。［11/29審査会］ 

赤く塗られている部分は主

にタンクやパイプライン周

辺から検出されているもの

です。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

土地の利用履歴を踏まえ、ベンゼ

ンや砒素が検出されていると思う

が、それ以外の汚染物質も想定し

て、計測する必要があると思う。

タンクがあれば、油由来の物質が

含まれているであろうが、それ以

外の米軍や旧日本軍の活動も想定

して、人体等に影響のあるものが

ないのかチェックする必要がある

のではないか。［11/29審査会］ 

防衛省から引き継ぐ際、事

前に調査した結果に基づい

て、想定されるものについ

ては調査しているというの

が大前提。その上で、この

土地に関係して横浜市が知

りうるもので、調査すべき

ものはやっていると認識し

ている。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

土壌 

汚染物質について、色々な汚染源

があると思うが、タンクの中の石

油だということがはっきりしてい

るのであれば、まずはそれを徹底

的に除去するのが第一だと思う。 

［12/22審査会］ 

米軍から返還された段階

で、既にタンク内のジェッ

ト燃料は除去されている。

私共でタンク内の調査を行

ったが、タンク内は基準値

を超えるような汚染物質は

確認されていない。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

 

補足資料 12で説明済 

［１/17審査会］ 

補足資料 12で、タンク内気中の燃

料成分調査で VOC が一部タンクか

ら検出されたということだが、ど

のタンクかは示さないのか。 

大型タンクは空間内が大変広い

が、１箇所計測してこの結果なの

か、部分的に濃度が違っていなか

ったかどうか。大型タンクなら何

箇所か計測して平均値がこの結果

でした、と示した方がよいと思う。

［１/17審査会］ 

内気中の燃料成分について

は上層、中層、下層で１箇

所ずつ測定している。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

大型タンクの測定箇所は各層１箇

所で大丈夫か。内気体積が大きく、

隅で濃度が高いということがない

か。［１/17審査会］ 

 

作業環境中の測定は、メッシュを

切って何箇所か測定するが、濃度

が高くないので高さを区切る測定

でよいかもしれない。 

［１/17審査会］ 

気体なので平面的には１箇

所とし、上層、中層、下層

と高さを分けて調査するこ

とで、同じ高さのところは

濃度が一律ではないかと考

えている。［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

タンクは１回蓋をすべて開けてい

るのか。もし、蓋がなければ作業

するときには、大気中に拡散して

ほとんど検出されない状態になる

ということか。［１/17審査会］ 

大型地下タンクは作業時に

蓋を開け、埋め土をするの

で、密閉状態で人が作業す

る状況にはならない。立入

りのためにタンク内気中の

燃料成分を確認した。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

補足資料 12の残留水の水質調査に

ついて、排出基準も環境基準も濃

度基準である。例えばタンク No.20

で鉛が排出基準を超過し、補足資

料 12-3ページに残留水排出の際に

処理するとあるが、残留水の量は

どのくらいか。［１/17審査会］ 

残留水の量は、大型、小型

タンクの中で最大でも水深

１ｍ程度です。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

土壌 

No.６タンクで沈殿物に鉛が検出

されており、タンクはこのまま残

すとのことだが、この沈殿物は全

部除去するのか、どのような方法

で人体に触れないように隔離する

のか。［１/17審査会］ 

基本的にはこのタンクのエ

リアに残す。埋め立てて上

部を池として活用する予定

だが、固めて周りに流出し

ないように遮水工をして処

理する方法や沈殿物をすき

取って処理する方法等があ

るので、経済性、効率性、

安全性等を加味して処理手

法を検討している。 

［１/17審査会］ 

説明済［１/17審査会］ 

タンク周辺の調査を行う等可能な

限り情報を集めて論理的に考えて

対策を行えば、コストパフォーマ

ンス的にも良いと思う。 

［12/22審査会］ 

準備書 6-6-5 ページの図

6.6-2 に示している土壌汚

染範囲は、平成 22年３月に

防衛省が調べた結果で、こ

れらが現在のところ調査結

果として分かっている。今

後造成する中で、新たな事

実が分かれば対応していき

たい。［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

以前、タンク自体は割と大丈夫で

パイプラインのところで漏れてい

るとご説明を受けた。確認だが、

元々、汚染範囲はパイプライン沿

いと特定されていたのか。 

［12/22審査会］ 

ご指摘の通りパイプライン

沿いが中心です。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

有害物質の中で、揮発性のベンゼ

ン等は全て封じ込めるのか。特別

な処理をしてから地中に入れる措

置もあるかと思うが、物質によっ

て未来永劫出ないようにしてしま

うのか、どのようになるのか。 

［12/22審査会］ 

ベンゼンも含めて土壌汚染

対策法に基づいて対策をと

る中で、封じ込めで対応す

る。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

地下タンクの中に汚染土壌を入れ

て上に蓋をするのか。 

［12/22審査会］ 

法令に基づいて対応する。

ベンゼンの具体的な対応策

は、次回以降に説明させて

いただきたい。 

［12/22審査会］ 

補足資料 13で説明済 

［１/17審査会］ 

騒音    

振動    
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■環境影響評価項目について 

安全 

（土地の安定性） 

元々ある海食崖の部分で、強度に

ついて評価されているが、地震な

どの負荷がかかった際の強度につ

いては評価されているのか。 

［11/29審査会］ 

海食崖の部分については地

震時も想定して判定してい

る。海食崖は、景観的にも

優れているという意見もい

ただいているので、利用者

の安全性を確保しつつ、人

が立ち入れないような待受

け擁壁で対応したいと考え

ている。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

景観を考慮すると、海食崖は見せ

る方が良いが、風化と崩壊を繰り

返してきた地形で安全面が心配。

斜面を保護するか、人が近付けな

いように距離をとるか、どちらか

の対策が必要。距離をどれくらい

とるかは決まっているのか。 

［12/22審査会］ 

 

千葉の屏風ケ浦は関東ロームの地

層が綺麗に見え、観光地として人

がたくさん来ているが、一方で、

待受け擁壁や斜面からしっかりと

距離を設け、人が立入れないよう

な対策をされている。海食崖を見

せるということは是非進めてほし

いが、適宜必要な対策はとってい

ただきたい。［12/22審査会］ 

海食崖の安全面は、今後の

実施設計の中で対応策を検

討する。仮に崩壊しても待

受け擁壁で土砂を受け止め

る、その擁壁自体も極力緑

化することを考えている。

待受け擁壁の崖からの離隔

や高さは、想定される土砂

の量を踏まえて検討してい

るところ。エリアごとに調

査をした上で安全を確保で

きる位置に待受け擁壁を設

置する。［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

供用時の斜面崩壊が事後調査項目

に選定されていないが、事後調査

以外で崖地の安全の状態を定期的

に確認する計画はあるのか。 

［12/22審査会］ 

準備書 6-9-35 ページの表

6.9-9 に供用時の環境の保

全のための措置として「公

園利用者の安全を確保する

ため、公園内の既存の吹付

や法枠工等による対策箇所

を含め、定期的に崖の状況

を確認します。」と記載して

おり、供用時は公園管理の

中で崖の状況を確認する。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 

準備書の 6-9-23ページを見ると斜

面に樹木が描いてあるが、この樹

木は残すのか。［12/22審査会］ 

 

採ってしまうと根が腐り、そこか

ら表層崩壊することがあり得る。

急傾斜地は植生の伐採が制限され

ていると思うので、同様に考えて

いただきたい。［12/22審査会］ 

準備書に掲載している斜面

上の樹木に関しては、残す

方向で検討している。 

［12/22審査会］ 

説明済［12/22審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

地域社会 

（交通混雑・

歩行者の安全） 

公共交通機関の利用を促進するた

め、最寄り駅から歩いてきてもら

うのであれば、駐車場の大きさや

キャパシティそのものを考え、状

況を見ながら縮小していく、ある

いは自転車等で調整していくこと

も考えなければいけないのではな

いか。［11/29審査会］ 

この公園は広域公園という

位置付けになり、国土交通

省が出している広域公園に

必要な駐車場の規模に基づ

いて適切に算定し、常設 220

台とサブの 20台として南

側と北側に駐車場を配置し

ている。これは必要最低限

な駐車場台数という考え

方。また、イベント時にも

近隣に迷惑がかからないよ

う常設駐車場付近の広場を

臨時駐車場として開放し、

誘導員を配置することで人

が多く来ることにも対応し

たい。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

公園にやってくる車の台数の推計

から駐車台数 220台ということだ

が、準備書の 6-10-24～25ページ

を見ると、国土交通省が出してい

る報告書等を参考に推計したと書

いてある。具体的にどういった算

定方法になるのか教えていただき

たい。［11/29審査会］ 

国土交通省で公園種別ごと

に利用実態調査を行ってお

り、ヘクタールあたりの利

用人数や利用者の交通機関

別来園率等の調査結果があ

る。それらからヘクタール

あたりの車の台数の原単位

があり、これに面積を掛け

ることで 220 台という必要

駐車台数を算定している。

入退園車台数は、準備書の

6-4-38ページの中段に記載

した表 6.4-28 に時間帯別

入退園者数比率（広域公園）

があり、220台をこの比率

に応じて割り振って算定し

ている。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

来園車両の経路について、例えば

横浜市の中心部から来園する車

は、かなり南側まで行ってから戻

って来ることになる。この辺の道

を知っていれば第三住宅入口交差

点で右折していく方が近く見える

が、どのように誘導するのか。 

［11/29審査会］ 

県警から左折イン左折アウ

トを指導されているので、

その対応として、右折で入

って来られないように周知

を含めて、運営や協議の中

で考えていきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

地域社会 

（交通混雑・

歩行者の安全） 

一番車の量が多くなるのは第３期

の 129ヶ月目と準備書にある。そ

の時は工事用車両もあり、かつ来

園車両もいるが、第３期の状態と

して、工事用車両はどこを通るの

か。利用者と錯綜しないように公

園内を工事用車両がどのように走

るのか検討しているか。 

［11/29審査会］ 

国道事務所や県警と調整を

しているが、工事用車両は、

３期とも国道 357号を通っ

てＵターンし、国道 357号

及び緑道を切り下げして、

市道長浜 10号線から計画

地に入る走行ルートを考え

ており、近隣の方々からも

工事用車両は国道 357号か

ら直接入るルートを強くご

要望されている。一般車両

と交錯する部分もあるが、

基本的には、市道を通って

計画地へ入っていただき、

誘導員をつけることで工事

用車両と一般車両が交錯し

ないような対応を考えてい

きたい。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

第３期で工事用車両はメインの入

口から入った後、公園利用者がい

るエリアを突っ切って工事エリア

に行くのか。その辺りの安全面、

公園内の経路はどうなるのか。 

［11/29審査会］ 

第３期の工事エリアに入る

工事用車両の園内走行ルー

トと公園利用者の動線は交

錯しないように上手く調整

し、一部横断するところは

人的な措置として誘導員等

で対応する方向で考えてい

る。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

イベント時に臨時駐車場を開放す

るとのことだが、例えば、イベン

ト時だけ有料化する等は考えてい

るのか。それとも、無料の駐車場

で計画しているのか。 

［11/29審査会］ 

有料駐車場で計画しており

ます。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

近隣に小学校や保育園があったと

思うが、通学路を把握しているか。

通学路と工事用車両の走行ルート

との関係性、もしくは、計画では

工事用車両の走行ルートに入って

いないが、絶対そこを通らないと

いうことをどうやって確保するか

が問題になってくる。通学児童の

安全を確保するという観点からの

安全性への配慮、措置について伺

いたい。［11/29審査会］ 

車が入ってくる市道のとこ

ろを通る小学生もおられる

と聞いている。地元の自治

会、町内会の方々としっか

り話し合い、工事用車両の

進入の際には誘導員を付け

て安全対策を考えていきた

い。また、工事の時間帯を

考えるなどいくつか手法が

あるので、近隣にご迷惑を

お掛けしないよう出来る限

りの手法について、具体的

には工事の中で考えていき

たい。［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

景観 

市民から、計画地からの眺望につ

いての意見は出ていないのか。 

［11/29審査会］ 

市民との意見交換でも非常

に眺望がいいということな

ので、展望広場を整備する

ことを検討している。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

景観の環境保全目標で「周辺景観

との調和を著しく損なわないこ

と」ということであまり手を付け

られないと思うが、市民の要望が

強いのであれば、対応策を現時点

から考えておくといい。眺望景観

について、そこに至る小道の整備

はどのようにするか等は考えてお

いた方が良いのではないか。 

［11/29審査会］ 

当然市民の方々と意見交換

しながら整備していくが、

環境にしっかりと配慮した

公園ということで、眺望に

対する意見を踏まえて展望

広場を作ったとしても、そ

のエリアに即した形で、な

るべく地形、自然等を改変

しないよう整備には十分配

慮をしていきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

環境保全措置として「地域の特徴

的な景観である旧海岸線の崖地を

保全します」とあり、一方で、安

全性確保のために待受け擁壁や落

石防護柵等を設置するということ

なので、出来ればその待受け擁壁、

落石防護柵を設置した場合の旧海

岸線の崖地の景観がどのようにな

るのか、シミュレーションの写真

があればイメージが湧いて良い。 

［11/29審査会］ 

準備書の 6-11-10 ページの

中段に供用時と書かれてい

て、車が入ってくる車路を

左側に曲がった先に待受け

擁壁のイメージ写真があ

る。高さは３ｍから５ｍ程

度なので大きいものではあ

るが、圧迫感がないような

設えにして、景観としても

周辺環境と違和感のないよ

うに整備していきたい。 

［11/29審査会］ 

説明済［11/29審査会］ 

 

補足資料２で説明済 

［12/9 審査会］ 

公園の中の景観はどうなるのか、

例えば標高 80ｍの場所に展望広場

をつくるが、展望広場が周辺と調

和しているのかという見方もある

が、検討されているのか。 

［11/29審査会］ 

現況は非常に荒れ、クズや

ツタが絡まり平坦部やタン

クの様子が十分に見られな

い状況。これをしっかり整

備して、内部の景観もしっ

かり見通しを良く、また海

食崖が見えるような眺望を

確保していく。内部のシミ

ュレーション写真が少ない

のは、環境アセスメントな

ので、外部に対してどうい

った影響が出るかを中心に

シミュレーション写真を作

っている。どの程度出来る

かは分からないが、中の様

子について、できる限りお

見せできるように検討した

い。［11/29審査会］ 

補足資料２で説明済 

［12/9 審査会］ 
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■環境影響評価項目について 

景観 

景観は四季折々で変化するので、

補足資料２のフォトモンタージュ

は展葉している時期ですが、落葉

後の透けて見える時期にはどのよ

うに見えるのか等についても追加

した方がよいのではないか。 

［12/9審査会］ 

 

準備書のように図書として公開す

る訳なので、見た方、読んだ方が

理解を深めるという意味で落葉の

時期の写真も組み込んだ方が良い

のではないかという意図である。 

［12/9審査会］ 

シミュレーションはこの程

度になってしまうが、ご意

見を踏まえ、四季折々、周

辺にある常緑、落葉といっ

た樹種にも配慮しながら、

実施設計で詳細調査も踏ま

えながら整備していきた

い。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 

補足資料 14で説明済 

［１/17審査会］ 

補足資料２の図 2-1にある待受け

擁壁の色をどうするか、景観を専

門にやっている方々とご相談して

決められたのか。出来ればツタ類

みたいなものがこの擁壁の上にあ

って、夏は覆われているが冬はな

くなるといった自然と調和した壁

面を工夫してもらうと良い。 

［12/9審査会］ 

緑化補強土壁工という待受

け擁壁自体を緑化できる工

法がある。これを中心に周

辺に溶け込むような緑化可

能な待受け擁壁を選定した

い。実施設計でより適切に、

また経済性も考えて選定し

ていく。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

現状、クズなどのつる性植物で覆

われている状況だが、将来もつる

性植物で覆われる状況を残してお

くのか、それとも見た目が悪いの

で取り払うのか。植生は現状を維

持するのか、一時代前の管理され

ていた状態にするのか。 

［12/9審査会］ 

近年、管理不足によってあ

まりにもクズ等が繁茂して

いるので状況を見ながら、

基本的には撤去する方向で

考えている。本来は外から

見えていた海食崖の景観を

しっかり公園利用者、周辺

住民の方々に見ていただけ

るような状況に復元してい

こうと考えている。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

（クズ等を撤去し、景観を管理し

ていくことについて）住民の方に

分かるような書き方をしていただ

けると良いと思う。［12/9 審査会］ 

当日回答なし 補足資料８で説明済 

［12/22審査会］ 

全体の植生計画、長期目標を立て

て、誘導していくことになると思

うが、クズを除去し、少し以前の

状態に戻すような考え方は、海食

崖周辺以外の場所についても組み

込まれるのか。［12/9審査会］ 

海食崖周辺以外の部分につ

いても必要に応じて、クズ

等は撤去する予定です。 

［12/9 審査会］ 

説明済［12/9審査会］ 

 


